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定 例 教 育 委 員 会 会 議 録

令和４年８月２３日定例教育委員会が、一宮市役所本庁舎６階特別会議室に招集された。

１ 定例教育委員会議案案件

第３１号議案 一宮市教育委員会後援名義の使用について 

第３２号議案 ９月補正予算の要求について 

２ 出席委員

高橋教育長 土川委員 浅野委員 浅井委員 五藤委員 髙橋委員 青山委員

３ 欠席委員

 無

４ 一宮市教育委員会会議規則第１５条の規定により出席したものの職氏名

野中教育部長 森教育部次長 長村総務課専任課長 櫻井学校教育課長 浅井学校給食

課長 上村生涯学習課長

５ 同上規則第１７条の規定により書記として出席したものの職氏名

平山総務課課長補佐 遠藤総務課主査

６ 傍聴者

  １名

会 議 て ん 末

高橋教育長（午後１時３０分着席、開会を宣言）

ただ今から、８月の定例教育委員会を開催いたします。本日の会議録署名者を青山委員

と髙橋委員のお二人にお願いいたします。それでは、７月の定例教育委員会の会議録が

お手元に渡っていると思いますが、これについて何かございませんか。

各委員

異議ありません。

高橋教育長

ご異議がないようでございますので、７月の定例教育委員会の会議録について承認いた

します。それでは本日の議案の審議に入ります。第３１号議案 一宮市教育委員会後援

名義の使用についてご説明をお願いします。

長村総務課専任課長

  受付番号第２１号について後援内容説明。

櫻井学校教育課長 

  受付番号第２７号及び３０号について後援内容説明。 

高橋教育長 
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  学校教育課の受付番号第２７号については 7 月の定例教育委員会で保留となったもので

ございますが、前回ご意見をいただいた点につきましては、先ほど学校教育課長より説

明があったとおりですので、合わせてご審議いただきますようお願いします。 

高橋教育長 

何かございませんか。 

委員 

総務課の受付番号第２１号について、観覧料が高額な価格帯もありますが、営利目的と

はならないのでしょうか。 

長村総務課専任課長 

  収支概算書によりますと、２日間で 160 万円の観覧料が見込まれますが、支出はチケッ

ト・ポスター印刷代で 50 万円、会場使用料で 150 万円、会場設営費 120 万円、運営費

120 万円があり収支はマイナスとなります。 

委員 

  事業内容について、観覧以外に選手と話しができたり、指導をしてもらったりするよう

な内容はないのでしょうか。 

長村総務課専任課長 

  そういった内容はいただいたプログラム上にはありません。 

委員 

  観覧料は具体的にいくらになるのでしょうか。 

長村総務課専任課長 

  席の種類により異なり、前売り販売で 12,000 円、10,000 円、8,000 円、5,000 円、4,000

円、2,000 円、1,500 円となっており、当日購入する場合は 1 律 500 円増の金額となりま

す。 

委員 

  学校教育課の受付番号３０号について、学年別で行われるのでしょうか。 

櫻井学校教育課長 

学年別では無く、いろいろな学年の子どもたちが一緒になって行われます。 

委員 

  小学生が対象でしょうか。 

櫻井学校教育課長 

小学生が対象です。 

委員 

  金融商品の勧誘などのトラブルはないのでしょうか。 

櫻井学校教育課長 

過去にその様なトラブルはなく、何かを勧めるということは一切しないとのことです。 

委員 

  総務課の受付番号第２１号について、他の地区についての後援名義の状況はどのように

なっているのでしょうか。 

長村総務課専任課長 

  愛知県では他に豊田市、西尾市、稲沢市で後援名義の申請を行う予定ですが、いずれも

一宮市よりも後の日程であるため、あくまで予定とのことです。 
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委員 

  開催回数が多いようですが、広く後援されているのでしょうか。 

長村総務課専任課長 

  広く後援名義の申請はされています。 

委員 

  様々なスポーツにおいて後援名義の申請があると思いますが、許可をする判断としては

収支報告による利益の有無が主な判断基準になるのでしょうか。 

長村総務課専任課長 

  前提として、営利目的である場合、内容にかかわらず許可できません。今回は観覧料無

料の招待席を確保しており、レベルの高い卓球を若い世代に見てもらい、卓球を広げる

という趣旨であるため、今回この場で審議いただいております。 

高橋教育長 

他に何かございませんか。 

各委員 

賛成いたします。 

高橋教育長 

全員賛成ですので、第３１号議案 一宮市教育委員会後援名義の使用について原案どお

り可決いたします。続きまして、第３２号議案 ９月補正予算の要求については、現時

点で公表できない事項が含まれておりますので、秘密会として審議したいと思いますが、

いかがでしょうか。 

秘密会による審議（原案どおり可決） 

高橋教育長 

全員賛成ですので、第３２号議案 ９月補正予算の要求について原案どおり可決いたし

ます。以上をもちまして、本日の審議を終わります。次に報告事項をお願いいたします。 

報 告 事 項 

長村総務課専任課長 

  一宮市教育委員会後援名義の使用許可について 

櫻井学校教育課長 

  「令和３年度 いじめ・不登校のまとめ、令和４年度 いじめ・不登校について」 

上村生涯学習課長 

  「令和３年度 いちのみやの社会教育」について 

  「文化講演会」について 

そ の 他 

長村総務課専任課長 

  ９月・１０月・１１月・１２月の定例教育委員会の日程について、総合教育会議の日程
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について

閉 会 宣 言 

高橋教育長 

  これをもちまして、本日の会議を終わります。 
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以上、会議のてん末を記録し、相違ないことを証するため、ここに署名する。 

教 育 長 

委   員 

委   員 


